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○　事務所別内訳

（特別徴収義務者は，平成２４年２月末日現在。）　
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　「その他（申告納付等）の分⑧」は，法第144条の2第3項，第4項，第5項及び第6項の規定により課税された
軽油，法第144条の3の規定によりみなす課税された軽油並びに法第144条の22第4項の規定（法第144条の
25第5項において準用する場合を含む。）により課税された軽油の合計数量を記載した。
　「特別徴収義務者数」は，平成24年2月末日現在により記載した。この場合，「本店の数」欄には，本店（本
社）が本県に所在するものについてのみ記載した。
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仙台南区　　　　　　　　　　　分 仙台中央 塩　釜
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-

　「引取数量①」は，法第144条の2第1項及び第2項の規定により課税客体とされる特約業者又は元売業者か
らの引取に係る軽油の数量を記載した。
　「課税対象とならない数量②」は，法第144条の5の規定により課税を免除された軽油の数量，免税証による
引取数量及び合衆国軍隊等の引取に係る免税軽油の合計数量を記載した。

-

務
者
数
等

事 務 所 等 の 数

122,357,363
5,722,494

-

本 店 の 数

-

17

25,493,619

129

仮　特　約　業　者

128,079,857


